
 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスク着用の考え方の見直しについて（基本的な考え方） 

○児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本と

する。 

○基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望したり、健康上の理由

によりマスクを着用できない児童生徒もいることなどから、学校や教職員がマスクの着脱を強いること

のないようにする。児童生徒の間でもマスクの着用の有無による差別・偏見がないよう適切に指

導を行う。 

 

基本的な感染対策は重要 

○「３つの密（密閉・密集・密接）」の回避、「人と人との距離の確保」「手洗いなどの手指衛生」、

「換気」などを行う。 

○教室は 2方向の窓を同時に開け、常時換気を行う。常時換気が困難な場合は、休み時間

に 2方向の窓を同時に前回にし、数分間の換気を行う。 

○体調不良者が出た場合は、織田先生、または職員室へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食など食事をとる場面における対策 

○給食当番や配膳に関わる児童、教職員は清潔なエプロン、三角巾、マスクを着用する。 

○食事の前後の手洗いを徹底させる。食事中は飛沫を飛ばさないように注意する。 

○適切な換気を確保し、大声での会話は控える。「黙食」は必要ない。 

 

 
 
令和５年５月２日改訂  

Vol.７（学校における衛生管理マニュアル 5月 8日版反映） 



地域や学校において感染が流行している場合において一時的に行います。 

 

 

 感染リスクが高いと考えられる 

学習活動 
指導する上での留意点 

各教科 

共通 

対面形式となるグループワーク 

一斉に大きな声で話す活動 

○近距離で向かい合っての発声は控えること。 

○少人数のグループで実施し、大声での会話は控え

る。 

理科 グループで行う実験や観察 

○少人数のグループで実施する。 

○共用又は備え付けの器具・用具などを使用する際に

は、配置場所や使用順を工夫し、触れ合わない程度

の距離を確保する。使用前後の手洗いを行う。 

音楽 
合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニ

カ等の演奏 

○触れ合わない程度の距離を確保する。原則、向かい

合っての歌唱は控える。 

家庭 グループで行う調理実習 

○共用又は備え付けの器具・用具などを使用する際に

は、配置場所や使用順を工夫し、触れ合わない程

度の距離を確保する。使用前後の手洗いを行う。 

○試食の際は大声での会話は控える。座席を向かい合

わせにしない。（向かい合わせにする場合には１ｍ

程度の距離を確保する）。 

図工 共同制作等の表現や鑑賞活動 

○少人数のグループで実施し、大声での会話は控え

る。 

○共用又は備え付けの器具・用具などを使用する際に

は、配置場所や使用順を工夫し、触れ合わない程度

の距離を確保する。使用前後の手洗いを行う。 

○絵の具の後片付けなどは場所の分散など工夫する。 

体育 組み合ったり接触したりする運動 

○大声での発声は控える。 

○見学や休憩時には、触れ合わない程度の距離を確保

し、大声での会話や発声は控える。 

＜欠席について＞ ※家族が罹患していても、本人に症状がなく元気な場合、登校が可能です。 

【出停】～本人罹患（発症後 5日を経過、かつ症状が軽快した後一日を経過） 

      ※発症から 10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨 

基礎疾患などがあり感染不安で休ませる場合 

家族に高齢者や基礎疾患があり感染不安で休ませる場合 

 

 オンライン学習の希望を確認します。 


